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川崎市民プラザは、財団法人川崎市指定都市記念事業公社の解散に伴い、新たに「市
民の健康の増進及び文化の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を提供し、も
って市民の福祉の向上に寄与する」ことを設置目的とした条例を制定し、平成２４年
４月から公の施設として、指定管理者制度を導入し管理運営を行っています。

  公の施設とするにあたり、以下のとおり、一部の見直しを行い、当面は公社運営時
の利用形態を継続して管理運営を行うこととし、併せて中長期的な視点で今後のあり
方を検討するため、第１期の指定管理期間を平成２４年４月１日から平成２７年３月
３１日までの３年間としました。

○指定管理者制度導入時の一部の見直し内容
  １ 宿泊業務を廃止し、指定管理者に提案を求め、施設の有効活用を図った。
２ 温水プールの個人利用について、２時間の総入替制から２時間の時間料金制に

    変更。
  ３ 浴室について、年齢制限等の撤廃（６０歳未満は有料）、利用可能時間の延長。
    （延長時間は、午後４時から午後９時までの５時間）

これらの状況を踏まえて、市内公共施設のスポーツセンター等の類似施設との公平

性の観点や利用者サービスの向上などを図るため、以下の見直しを次期の指定管理期

間である平成２７年４月１日から行うものです。 

１ 浴室の利用時間の変更

 ２ 駐車場有料化

 ３ 体育室の利用時間区分の変更

 ４ トレーニング室への時間料金制導入

○指定管理者制度導入時に利用可能時間を延長しましたが、利用実態に合わせた費用

対効果を考慮し、２時間短縮します。

 ○各時間帯の利用状況（平成２５年度上半期）

※（ ）内は１日あたりの平均利用人数

  【前半】               【後半】

  １０時～１１時 ２２．８％（８４人） １６時～１７時 １５．０％（５５人）

  １１時～１２時 １２．２％（４５人） １７時～１８時 １２．１％（４４人）

  １２時～１３時  ９．８％（３６人） １８時～１９時 １０．５％（３８人）

  １３時～１４時  ４．３％（１６人） １９時～２０時  ９．６％（３５人）

                     ２０時～２１時  ３．７％（１４人）

○短縮時間は、利用率が低い｢前半｣・｢後半｣の最後の各１時間。

○現在、市内スポーツセンター等の類似施設では、来館者が利用する駐車場は有料と

なっていますが、市民プラザの駐車場は無料であるため、受益者負担の公平性確保

及び「市有財産を有効に活用するための基本方針」の趣旨を踏まえ、一定時間は無

料とし、一定時間の経過後は有料とします。

 ○料金の設定は、近傍の有料駐車場を参考とし、適正な料金となるよう検討します。

 ※ なお、市民プラザについては、民間事業者が管理運営を行う指定管理者制度を導

入しているため、駐車場についても指定管理者により適正利用を推進することとし

ます。

見直しを行う内容

〔 現在の利用時間区分 〕     〔 変更後の利用時間区分 〕

【 目 的 と 背 景 】 

２ 「駐車場有料化による受益者負担の公平性の確保及び市有財産の 
                                                          有効活用」について 
１ 「浴室の利用時間の変更による利用実態に合わせた運営」について 

見直しを行う内容

9 時

10 時

11 時

12 時

13 時

14 時

15 時

16 時

17 時

18 時

19 時

20 時

21 時

川崎市民プラザにおける 

施設の有効活用及び制度の見直し(案)について 

前半 

10:00～14:00 

（４時間) 

前半 

10:00～13:00 

（３時間) 

清掃時間等

(３時間) 
清掃時間等 

(２時間) 

後半 

16:00～21:00 

（５時間) 

後半 

16:00～20:00 

（４時間) 

資料 １



○現在、市民プラザの体育室では、利用できる時間帯を、①「午前：9 時～12 時（3

時間）」、②「午後：13 時～17 時（4時間）」、③「夜間：18 時～21 時 30 分（3時間

30 分）」の 3区分とし、各区分の間に施設の点検整備等のための「中間時間」を各 1

時間設けています。 

○この 1時間の中間時間の見直しと 1区分当たりの利用時間を見直すことで、利用時

間区分を 1日当たり 4区分とし、利用機会の拡充を図ります。

 ※この変更を行うことにより、平成２６年度から同区分で運営するスポーツセンター

等の類似施設と同じ対応を図ることができます。

○現在、市民プラザのトレーニング室では、利用できる時間帯を、①「午前：9 時～

12 時（3時間）」、②「午後：13 時～17 時（4時間）」、③「夜間：18時～21 時 30 分

（3 時間 30 分）」の 3 区分とし、各区分の間に施設の点検整備等のための「中間時

間」を 1時間設けています。 

○この「中間時間」は原則として市民の利用に供していないため、この中間時間を廃

止し、１回の利用を３時間とする時間料金制を導入することにより、利用者サービス

の向上を図ります。

見直しを行う内容

○見直し実施時期 

平成２７年４月１日の利用分から 

   ※体育室の団体利用については、平成２６年１２月１７日から新区分での利用予

約を開始します。

 ○見直しに向け、市政だよりや市ホームページ、市民プラザの利用者へのチラシ配布

などを行い、広くお知らせをします。

３ 「体育室の利用時間区分の見直しによる利用機会の拡充」について         ４ 「トレーニング室への時間料金制導入による利用者サービスの向上」 
について

 見直しを行う内容 

〔 現在の利用時間区分 〕     〔 変更後の利用時間区分 〕 
【 スケジュール】

9 時

10 時

11 時

12 時

13 時

14 時

15 時

16 時

17 時

18 時

19 時

20 時

21 時

午前 

9:00～12:00 

（3時間) 

午後 

13:00～17:00 

（4時間) 

夜間 

18:00～21:30 

（3時間 30分) 

中間(1時間) 

中間(1時間) 

午前 

9:00～12:00 

（3時間) 

中間(10 分)

夜間 

18:30～21:30 

（3時間) 

午後① 

12:10～15:10 

（3時間) 

午後② 

15:20～18:20 

（3時間) 

中間(10 分)

中間(10 分)



 川崎市民プラザは、「文化」と「健康」の総合施設として昭和５４年に開設し、平成２４年４

月からは川崎市の公の施設として、多くの市民の方に御利用いただいています。   

このたび、川崎市民プラザの設置目的である「市民の健康増進及び文化の振興、市民相互の交

流の機会の提供」をより一層図るとともに、公平性の確保及びサービス向上のため、施設の更な

る有効活用と制度の一部見直しを検討しています。 

 つきましては、川崎市民プラザにおける施設の有効活用及び制度の見直し(案)について市民の

皆様の御意見を募集します。

１ 意見募集期間 

  平成２６(２０１４)年２月１７日(月)～３月２０日(木) 

※郵送の場合は３月２０日（木）の消印有効です 

※持参の場合は、土日祝日を除く、８時３０分から１７時１５分までにお持ちください 

２ 資料の閲覧場所 

  各区役所、橘出張所、川崎市民プラザ、市民・こども局市民生活部庶務課、かわさき情報

プラザ 

  ※市のホームページからもご覧いただけます 

３ 意見提出方法 

  郵送、ＦＡＸ、電子メール(市ホームページのパブリックコメント専用フォーム利用)、持参 

  ※意見書の書式は自由です。必ず「題名」、「氏名(法人又は団体の場合は、名称及び代表

者の氏名)」及び「連絡先(電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所)」を明記し

てください。 

４ 提出先 

  〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地（本庁舎東館２階） 

  川崎市市民・こども局市民生活部庶務課 

ＦＡＸ：０４４－２００－３９１１ 

５ 注意事項 

  ・御意見に対する個別回答はいたしませんので、御了承ください。 

・記載いただきました個人情報については、提出された御意見の内容を確認させていただ

く場合に利用します。また、個人情報は川崎市個人情報保護条例に基づき厳重に保護、

管理されます。 

・御意見の概要等を公表する際に、個人情報を公開することはありません。 

・電話や口頭での御意見の提出は御遠慮願います。 

川崎市民プラザにおける施設の有効活用 
及び制度の見直し(案)について 

市民の皆様の御意見を募集します

【問い合わせ先】 

  川崎市市民・こども局市民生活部庶務課 

  電 話：０４４－２００－２２４６ 

ＦＡＸ：０４４－２００－３９１１

資料 ２ 
パブリックコメント手続用資料 


